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新型コロナワクチンＱ＆Ａ
～厚生労働省ホームページより～

特定社会保険労務士 中島康之予防接種健康被害救済制度 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

Ｑ１．今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。？

Ａ１． 「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異な
ります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという
趣旨から、このような規定があります。

Ｑ２．新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。？

Ａ２．接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

Ｑ4．ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすれば良いですか。？

Ａ4．ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服
用するなどして、様子をみていただくことになります。

〇職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、皆さまにお願いしていま
す。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。

Ｑ６．副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。？

Ａ６．健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づ
く救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

〇予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの（4種混合、麻しん、風しんの予防接種など）にも、同じ規定が適用されてい
ます。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」（令和2年12月9日
施行）により、同法の規定を適用することとなりました。

Ｑ３．ワクチン接種後、生活上で注意することはありますか。？

Ａ３．ワクチンを接種した後は、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じる
ことがあります。できるだけ接種当日・翌日に無理をしないですむように予定を立てておくと
よいでしょう。

〇ワクチンを受けた当日は、激しい運動や過度の飲酒などは控えましょう。接種部位については、清潔に保つよう心がけてください。

〇ワクチン接種後に比較的起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、悪寒（さむけ）、関節痛などがあります。
〇ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症かを見分けるには、発熱以外に、咳や咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れ等の症
状がないかどうかが、手がかりとなります。（ワクチンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。）

Ｑ５．ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。？

Ａ５．ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬で対応いただくことも考えられま
すが、特に下記のような場合は、主治医や薬剤師にご相談ください。

・他のお薬を内服している場合や、病気治療中の場合 ・激しい痛みや高熱など、症状が重い場合
や、症状が長く続いている場合 ・ワクチン接種後としては典型的でない症状がみられる場合


